
No.55（2010年2月1日発行）No.55（2009年12月定例会号）
　 白地…用途地域を指定していない区域。当町は市街化区域と市街化調整区域の区分をしていない
　　　　 ため、寄居駅と男衾駅を中心に指定されている「用途地域」以外の区域のこと。  4
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調
査
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テ
ー
マ

「
用
途
指
定
に
つ
い
て
」

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
に

　

寄
居
町
総
合
振
興
計
画
、
国
土
利

用
計
画
、
農
業
振
興
地
域
及
び
農
用

地
区
域
の
指
定
状
況
、
寄
居
町
の
都

市
計
画
区
域
及
び
用
途
指
定
、
公
共

下
水
道
整
備
計
画
及
び
農
業
集
落

排
水
事
業
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
主

に
左
記
の
質
疑
・
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

・ 

指
定
さ
れ
て
い
る
用
途
地
域
内

 

の
整
備
が
進
ま
な
い
要
因
。

・ 

都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
白し
ろ
じ地

 

地
域
に
つ
い
て
。

・ 

用
途
指
定
さ
れ
た
地
域
の
中
に
、

 

農
地
の
ほ
か
用
途
ど
お
り
の
利
用

 

が
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
数
多
く

 

残
さ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
男

 

衾
駅
や
都
市
計
画
道
路
の
整
備
を

 

進
め
て
、
多
く
の
人
を
区
域
内
に

 

呼
び
込
む
方
策
が
必
要
。

　

な
お
、
協
議
の
結
果
、
次
回
は
事

例
調
査
の
た
め
に
視
察
研
修
を
行

う
こ
と
と
し
、
引
き
続
き
調
査
研
究

す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

児
童
福
祉
施
設
の
最
低
基
準
（
施
設
建
物

の
１
人
当
た
り
の
床
面
積
や
保
育
士
が
１
人
当

た
り
で
担
当
す
る
園
児
数
な
ど
を
定
め
た
も
の
）

を
廃
止
ま
た
は
地
方
自
治
体
で
自
由
に
決

め
ら
れ
る
条
例
に
任
せ
る
勧
告
を
出
し
た

こ
と
に
対
し
、
子
ど
も
の
処
遇
を
低
下
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
全
国
一
定

基
準
を
堅
持
す
る
よ
う
意
見
書
を
提
出
し

て
ほ
し
い
と
い
う
請
願
で
す
。

　

付
託
さ
れ
た
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
で

は
審
査
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
採
択
し
ま

し
た
が
、
本
会
議
に
お
け
る
審
議
の
結
果

は
、
賛
成
少
数
で
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
出
さ
れ
た
主
な
質
疑
や
意

見
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

・ 

子
育
て
環
境
や
保
育
の
仕
組
み
が
変
わ
っ

 

て
き
て
お
り
、
こ
れ
を
機
に
町
独
自
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
り
、
見
直
し
の
検
討

を
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
。

・ 

保
育
所
の
最
低
基
準
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ

マ
ム
（
全
国
一
律
）
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、

こ
れ
を
守
る
べ
き
。

保
育
所
の
運
営
に
つ
い
て

賛
成
少
数
で
不
採
択

町
独
自
の
最
低
基
準
を
見
直
す
よ
い

機
会
で
は
な
い
か 　

  

（
稲
山
良
文
議
員
）

昭
和
23
年
の
児
童
福
祉
法
制
定
時
と
現

在
と
で
は
、
子
育
て
環
境
や
保
育
の
仕
組
み

が
変
わ
っ
て
い
る
。
全
国
２
万
５
０
０
０
人

と
い
う
待
機
児
童
の
現
状
を
踏
ま
え
た
当
面

の
解
決
策
と
し
て
、
さ
ら
に
は
町
独
自
の
児

童
福
祉
施
設
の
最
低
基
準
を
見
直
す
よ
い
機

会
だ
と
捉
え
る
べ
き
だ
。

待
機
児
童
解
消
の
た
め
の
規
制
緩
和
。

検
討
も
必
要　
　
　
（
佐
野
千
賀
子
議
員
）

今
回
の
国
の
勧
告
は
、
地
価
が
高
く
保

育
所
の
新
設
が
困
難
な
都
市
部
に
限
り
、
待

機
児
童
解
消
の
た
め
最
低
基
準
を
緩
和
す
る

方
針
を
示
し
た
も
の
で
、
一
時
的
な
対
策
。

子
ど
も
た
ち
の
育
つ
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
最

低
基
準
の
見
直
し
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

「
待
機
児
童
解
消
」
の
名
に
よ
る
廃
止

で
は
解
決
せ
ず　
　
（
田
母
神
節
子
議
員
）

今
こ
そ
、
国
の
保
育
所
設
置
・
運
営

の
最
低
基
準
を
守
り
、
公
的
保
育
施
設
の
増

請
願
3
件
を
審
査

う
ち
１
件
を
継
続
審
査
、
２
件
は
不
採
択
に

・ 

寄
居
の
子
ど
も
た
ち
の
保
育
充
実
の
た
め

に
は
、
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
研
究
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
本
会
議
に
お
い
て
左
記
の
討
論
が

あ
り
ま
し
た
。

設
の
た
め
に
国
は
予
算
を
つ
け
る
べ
き
。
入

所
希
望
者
が
年
々
増
加
し
て
い
る
の
に
、
公

設
保
育
所
は
減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
般

財
源
化
に
よ
り
地
方
に
任
せ
た
こ
と
に
よ
る

結
果
で
あ
る
。

　

所
得
税
法
第
56
条
と
第
57
条
は
同
じ
労

働
に
対
し
て
税
制
面
で
差
を
つ
け
る
制
度

と
な
っ
て
お
り
、
家
族
従
業
者
の
労
働
を

正
当
に
評
価
す
る
た
め
、
56
条
を
廃
止
す

る
よ
う
国
に
意
見
書
を
提
出
し
て
ほ
し
い

と
い
う
請
願
で
す
。

　

付
託
さ
れ
た
総
務
常
任
委
員
会
で
は
慎

重
審
査
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
採
択
。

本
会
議
で
も
賛
成
少
数
で
不
採
択
と
な
り

ま
し
た
。
な
お
、
本
会
議
に
お
い
て
左
記

の
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

廃
止
し
て
選
択
肢
を
奪
う
の
は
い
か

が
か　
　
　
　
　

 

（
大
久
保
博
幸
議
員
）

所
得
税
法
第
56
条
で
は
、
個
人
事
業

者
の
家
族
労
働
に
対
す
る
評
価
が
低
く
、
そ

所
得
税
法
第
　 
条
の
廃
止
に
つ
い
て

賛
成
少
数
で
不
採
択

56

　 継続審査…議案等について、当該議会の会期中に審議を終了せず、付託された委員会が
　　　　　　 継続して審査を行うことです。 5

　

11
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員
会

で
は
、
県
環
境
部
資
源
循
環
推
進
課

長
か
ら
、
資
源
循
環
工
場
第
Ⅱ
期
事

業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

　

第
Ⅱ
期
事
業
は
、
平
成
25
年
度
末

を
目
標
に
、「
新
た
な
工
場
用
地
を

最
大
限
確
保
し
つ
つ
、
処
分
場
を
整

備
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
工
場

用
地
の
給
排
水
路
等
に
つ
い
て
検
討

し
、
今
後
、
最
終
工
期
等
を
踏
ま
え

た
上
で
総
合
的
な
調
整
を
進
め
て
い

き
た
い
と
の
内
容
で
し
た
。

調
査
研
究
テ
ー
マ

「
三
ヶ
山
地
域
の
開
発
に
つ
い
て
」

第
Ⅱ
期
工
事
の
経
過
説
明

受
け
る

の
不
備
を
法
改
正
に
よ
り
第
57
条
で
補
完
し

て
い
る
。
申
告
の
際
に
、
い
わ
ゆ
る
白
色
申

告
で
は
家
族
は
専
従
者
控
除
と
し
て
制
限
さ

れ
て
い
る
が
、
青
色
申
告
に
よ
り
必
要
経
費

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
申
告
の
仕
方
は
個
々

の
自
由
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
廃
止
で
選
択

肢
を
奪
う
の
は
い
か
が
か
と
思
う
。

主
要
国
同
様
、
日
本
で
も
実
行
す
べ

き
だ　
　
　
　

    

（
田
母
神
節
子
議
員
）

地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
零

細
業
者
は
家
族
従
業
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
が
、
56
条
で
は
家
族
従
業
者
の
「
働

き
分
（
自
家
労
賃
）」、
配
偶
者
、
親
族
は
必

要
経
費
と
し
て
算
入
せ
ず
、
事
業
主
の
所
得

か
ら
控
除
（
配
偶
者
86
万
円
、
子
が
50
万
円
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
主
要
国

で
は
労
働
を
正
当
に
評
価
し
て
必
要
経
費
と

認
め
て
い
る
。
日
本
で
も
実
行
す
べ
き
だ
。

食
糧
の
自
給
力
向
上
と
、
食
の
安
全
・
安
心
の

回
復
に
向
け
て
食
品
表
示
制
度
の
抜
本
改
正
に

つ
い
て
国
へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
ま
す

継

続

審

査

を

賛
成
多
数
で
決
定

　

付
託
さ
れ
た
産
業
建
設
常
任
委
員
会

の
審
査
に
お
い
て
出
さ
れ
た
主
な
意
見
は

左
記
の
と
お
り
で
す
。

・ 

自
給
力
の
向
上
と
表
示
制
度
と
の
関
連
性

を
さ
ら
に
調
査
す
べ
き
。

・ 

表
示
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
生
産
流
通
全

体
を
通
し
て
の
視
点
が
必
要
。

・ 

現
行
表
示
制
度
は
一
定
の
研
究
の
下
で
進

め
ら
れ
て
い
る
。
十
分
な
検
討
が
必
要
で

は
な
い
か
。

　

審
査
の
結
果
、
委
員
会
で
は
全
員
一
致

で
継
続
審
査
す
べ
き
と
決
定
。
本
会
議
で

彩の国資源循環工場彩の国資源循環工場
（第Ⅱ期事業）（第Ⅱ期事業）

彩の国資源循環工場彩の国資源循環工場
（第Ⅰ期事業）（第Ⅰ期事業）

も
賛
成
多
数
で
継
続
審
査　

す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、「
継
続
審
査
で
は
な
く
、

１
日
も
早
い
実
現
（
採
択
）
を
求
め
る
」

と
の
、
請
願
に
対
す
る
賛
成
討
論
も
あ
り

ま
し
た
。

第
四
次 

三
ヶ
山
地
域

開
発
調
査
特
別
委
員
会

増額　 補正しました 
一般会計［2回目］　3,288万7,000円（0.3％増）
【主な補正内容】
新型インフルエンザの予防接種委託料の追加、給与
改定に伴う人件費の見直しや事務事業費等の改定に
よるもの。地方債の補正は、防災無線デジタル化更
新工事の更正によるものです。

国民健康保険会
特別
計［2回目］2,308万2,000円（0.6％増）

【主な補正内容】
保険給付費等の追加が主なもので、財源として一般
会計から法定外繰入金 5,000 万円を追加しました。

農業集落排水事業会
特別
計 ［2回目］77万7,000円（0.3％増）

「国の事業仕分けが町の事業に与える影響は」との質疑に対
し「下水道と同様、自治体の判断に任せ、財源についても移
行するとの方向性が示されたが、具体的な話はまだ届いてい
ない。現時点では補助事業で進めていく方向で県と調整済み
である」との答弁がありました。

減額　  補正しました  
下水道事業会

特別
計 ［2回目］1,116万7000円（1.3％減）

「公共下水道建設費のうち、人件費の減額内容は」との質疑
に対し、「人事異動及び減額改正に加え、平成21年度から上
下水道課職員が1名減員となっていることから、900万円程
度の減額となっている」との答弁がありました。

水道事業会計［2回目］

　収益的収支　支出 185万6,000円（0.2％減）
　資本的収支　収入 5,500万円（13.0％減）
　　　　　　　支出  152万円（0.2％減）
【主な補正内容】
企業債及び人事異動に伴う減額が主なものです。
　なお「末野の大正寺地内の低水圧地区について」の質疑に
対し「水量的に多くなっていることは確認済。加圧して送水す
るためには、象ヶ鼻浄水場との間に残っている老朽管の更新
が必要で、現在整備中。住宅地の中の配管の細さが影響して
いるため、更新に向けて検討中」との答弁がありました。

平成21年度 補正予算を可決
※ ( ) 内のパーセントは、現行予算に対する増減率です




